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右
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の
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二

二
の
一
か
ら
五
七
二
二
の
三
ま
で
、
六
四
二
七
の
一
、
六
四
二
七
の
二
、
七
一
三
九
の
六
、
七
一
三

九
の
八
、
七
一
三
九
の
九
を
新
た
に
新
森
一
丁
目
と
す
る
。
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三
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九
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三
四
四
の
五
か
ら
二
三
四
四
の
七
ま
で
、
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の
五
、
三
一
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六
の
一
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、
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一
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六
の
一
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一
五
六
の
二
六
、

三
一
九
二
の
二
、
三
一
九
二
の
一
五
、
三
一
九
二
の
一
七
、
三
一
九
二
の
一
九
、
三
一
九
二
の
二
一

か
ら
三
一
九
二
の
二
五
ま
で
、
三
一
九
三
の
一
、
三
一
九
三
の
一
八
、
三
一
九
三
の
二
〇
、
三
一
九

三
の
二
二
、
三
一
九
三
の
二
三
、
三
一
九
三
の
二
五
か
ら
三
一
九
三
の
二
九
ま
で
、
三
一
九
三
の
三

一
、
三
一
九
四
の
二
か
ら
三
一
九
四
の
四
ま
で
、
三
一
九
四
の
八
か
ら
三
一
九
四
の
一
一
ま
で
、
三

一
九
四
の
一
三
、
三
一
九
四
の
一
五
、
三
一
九
四
の
一
七
か
ら
三
一
九
四
の
一
九
ま
で
、
三
一
九
四

の
二
一
、
三
一
九
五
の
一
、
三
一
九
五
の
二
、
三
一
九
五
の
四
か
ら
三
一
九
五
の
六
ま
で
、
三
一
九

五
の
八
、
三
一
九
六
の
五
か
ら
三
一
九
六
の
一
二
ま
で
、
三
一
九
八
の
三
か
ら
三
一
九
八
の
五
ま
で
、

三
一
九
八
の
七
、
三
一
九
九
の
四
か
ら
三
一
九
九
の
七
ま
で
、
三
一
九
九
の
九
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五
〇
八
七
の
一
〇
、

五
〇
八
七
の
一
二
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五
〇
八
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の
一
四
か
ら
五
〇
八
七
の
一
六
ま
で
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五
〇
九
六
の
一
か
ら
五
〇
九

六
の
四
ま
で
、
五
〇
九
八
の
一
、
五
〇
九
八
の
二
、
五
〇
九
八
の
四
か
ら
五
〇
九
八
の
六
ま
で
、
五

〇
九
八
の
八
、
五
一
〇
〇
の
四
か
ら
五
一
〇
〇
の
七
ま
で
、
五
一
〇
〇
の
九
、
五
一
〇
〇
の
一
一
か

ら
五
一
〇
〇
の
一
五
ま
で
、
五
一
〇
四
の
一
、
五
一
〇
四
の
三
、
五
一
〇
四
の
四
、
五
一
〇
七
の
三

か
ら
五
一
〇
七
の
六
ま
で
、
五
六
五
八
の
一
、
五
六
五
八
の
三
、
五
六
五
九
の
三
か
ら
五
六
五
九
の

五
ま
で
、
五
六
六
〇
の
二
、
五
六
六
〇
の
三
、
五
六
六
一
の
二
、
五
六
六
一
の
三
、
五
六
六
二
の
二
、

五
六
六
二
の
三
、
五
六
六
五
の
三
か
ら
五
六
六
五
の
五
ま
で
、
五
六
六
六
の
一
、
五
六
六
六
の
三
、

五
六
六
六
の
五
、
五
六
六
七
の
二
、
五
六
六
七
の
三
、
五
六
六
九
の
二
、
五
六
七
〇
の
二
、
五
六
七

一
の
二
、
五
六
七
二
の
二
、
五
六
七
五
の
一
、
五
六
七
五
の
三
、
五
六
七
五
の
五
、
五
六
七
五
の
六
、

五
六
七
六
の
二
か
ら
五
六
七
六
の
四
ま
で
、
五
六
七
七
の
一
、
五
六
七
七
の
三
、
五
六
七
七
の
五
、

五
六
七
八
の
二
か
ら
五
六
七
八
の
五
ま
で
、
五
六
七
九
の
二
、
五
六
八
一
の
二
、
五
六
八
四
の
二
、

五
六
八
七
の
一
、
五
六
八
七
の
三
、
五
六
八
七
の
五
、
五
六
八
八
の
四
、
五
六
九
一
の
四
、
五
六
九

二
の
四
、
五
六
九
五
の
四
、
五
六
九
五
の
六
、
五
六
九
六
の
三
、
五
六
九
六
の
四
、
五
六
九
九
の
三
、

七
一
三
九
の
一
、
七
一
三
九
の
二
、
七
一
三
九
の
四
、
七
一
三
九
の
一
〇
を
新
た
に
新
森
二
丁
目
と

す
る
。

右
の
地
番
は
、
平
成
十
八
年
五
月
八
日
現
在
の
登
記
簿
に
よ
る
。

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
八
年
六
月
三
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
青
森
県
精
神
障
害
者
家
族
会
連
合
会

三

代
表
者
の
氏
名

沼
尾

仁

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
三
内
字
沢
部
三
五
三
の
九
二

(

青
森
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内)

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
精
神
保
健
福
祉
に
関
す
る
普
及
啓
発
、
相
談
等
を
行
う
と
と
も
に
、
精
神
障
害

者
の
社
会
復
帰
、
自
立
及
び
社
会
経
済
活
動
へ
の
参
加
の
促
進
の
た
め
に
必
要
な
援
助
等
を
行
う
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こ
と
に
よ
り
、
県
内
の
精
神
障
害
者
の
福
祉
の
増
進
及
び
県
民
の
心
の
健
康
づ
く
り
の
推
進
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
八
年
六
月
二
十
八
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
む
つ
下
北
子
育
て
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ひ
ろ
ば

三

代
表
者
の
氏
名

小
川

千
恵

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

む
つ
市
新
町
一
七
の
七

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
の
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
む
つ
下
北
地
域
の
全
て
の
子
ど
も
達
が
豊

か
に
育
ち
あ
え
る
地
域
づ
く
り
を
目
指
す
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
八
年
六
月
二
十
八
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
双
松
福
祉
会

三

代
表
者
の
氏
名

正
部
家

佑
介

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三
戸
郡
階
上
町
大
字
角
柄
折
字
餅
粟
久
保
四
の
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
階
上
町
及
び
近
隣
市
町
村
民
に
対
し
て
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す
る
事
業
を

行
い
、
健
康
で
生
き
が
い
の
あ
る
長
寿
社
会
を
創
設
し
、
も
っ
て
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
八
年
六
月
二
十
九
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
北
の
ま
ほ
ろ
ば
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

三

代
表
者
の
氏
名

田
村

え
り
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
百
沢
字
東
岩
木
山
一
八
五
〇
の
一
二

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
広
く
一
般
市
民
を
対
象
と
し
て
、
都
市
と
北
東
北
地
域
の
農
山
漁
村
及
び
、
全

青 森 県 報������	��
 ��
 第2654号� �



� �

国
の
農
山
漁
村
間
に
関
す
る
、
人
的
交
流
、
情
報
の
収
集
、
提
供
、
学
習
の
場
を
提
供
す
る
グ
リ
ー

ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
事
業
及
び
、
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
事
業
を
支
援
す
る
事
業
を
行
う
こ
と
に

よ
り
、
都
市
と
北
東
北
地
域
の
農
山
漁
村
の
融
合
を
促
進
し
、
自
然
と
人
と
が
共
生
で
き
る
環
境

保
全
、
循
環
型
社
会
の
構
築
及
び
地
域
社
会
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(
平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
八
年
六
月
三
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｎ
Ｐ
Ｏ
推
進
青
森
会
議

三

代
表
者
の
氏
名

中
村

年
春

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
新
町
二
丁
目
八
の
二
〇

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
広
く
市
民
活
動
を
行
う
個
人
あ
る
い
は
団
体
を
対
象
に
、
市
民
活
動
団
体
の
運

営
を
担
う
人
材
の
育
成
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
構
築
な
ど
の
事
業
を
行
い
、

も
っ
て
非
営
利
の
市
民
活
動
団
体
が
発
展
す
る
た
め
の
社
会
的
環
境
の
整
備
に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

青
森
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
に
よ
る
適
合
証
の
交
付
の
公
表

青
森
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例

(

平
成
十
年
十
月
青
森
県
条
例
第
四
十
六
号)

第
十
三
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
適
合
証
を
交
付
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す

る
。

平
成
十
八
年
七
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

肥
料
の
登
録

肥
料
取
締
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号)

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
八

年
七
月
六
日
次
の
肥
料
を
登
録
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

肥
料
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新

肥
料
取
締
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号)

第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

十
八
年
七
月
六
日
次
の
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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適
合
証
交
付
に
係
る

公
共
的
施
設
の
名
称

所

在

地

種

類

交
付
年
月
日

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
三

沢
店

三
沢
市
大
町
二
丁
目
一
二
の
一

物
品
販
売
用

店
舗

平
成
��･

�･

�

登
録
番
号

肥
料
の

種

類

肥
料
の

名

称

保
証
成
分
量

(

パ
ー
セ
ン
ト)

そ
の
他
の

規

格

生
産
業
者
の
氏
名

又
は
名
称
及
び
住
所

青
森
県
第

三
五
四
号

肉
骨
粉

ポ
ー
ク
ミ

ー
ル

窒
素
全
量五
・
〇

り
ん
酸
全
量
五
・
〇

公
定
規
格

の
と
お
り

日
本
フ
ー
ド
パ
ッ
カ
ー

株
式
会
社

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
松

原
二
丁
目
一
三
二
の
一

登
録
番
号

肥
料
の

種

類

肥
料
の

名

称

保
証
成
分
量

(

パ
ー
セ
ン
ト)

そ
の
他
の

規

格

生
産
業
者
の
氏
名

又
は
名
称
及
び
住
所

青
森
県
第

三
四
〇
号

魚
か
す

粉
末

純
有
機
六

号

窒
素
全
量七
・
〇

り
ん
酸
全
量
五
・
〇

公
定
規
格

の
と
お
り

丸
光
水
産
株
式
会
社

八
戸
市
諏
訪
二
丁
目
二

六
の
一
六

� �
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土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
退
任

青
森
市
大
野
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
、
次
の
理
事
が
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
公

告
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

市
街
地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
変
更
の
認
可

都
市
再
開
発
法

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号)

第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
青

森
駅
前
第
一
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

組
合
の
名
称

青
森
駅
前
第
一
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
三
年
二
月
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
ま
で

三

施
行
地
区

青
森
市
新
町
一
丁
目
二
の
一
か
ら
二
の
一
四
ま
で
、
二
の
一
七
か
ら
二
の
三
二
ま
で
、
二
の
三

四
か
ら
二
の
三
八
ま
で
、
三
の
一
、
三
の
五
四
、
一
〇
一
の
一
の
一
部
、
一
〇
二
の
一
の
一
部
及

び
一
〇
二
の
三

四

事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
新
町
一
丁
目
二
の
五

五

設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
三
年
二
月
一
日

六

変
更
内
容

１

施
行
地
区

変
更
前

青
森
市
新
町
一
丁
目
二
の
一
か
ら
二
の
一
四
ま
で
、
二
の
一
七
か
ら
二
の
三
二
ま

で
、
二
の
三
四
か
ら
二
の
三
八
ま
で
、
三
の
一
、
三
の
五
二
の
一
部
、
一
〇
一
の
一
の
一
部
、

一
〇
二
の
一
の
一
部
及
び
一
〇
二
の
三
の
一
部

変
更
後

青
森
市
新
町
一
丁
目
二
の
一
か
ら
二
の
一
四
ま
で
、
二
の
一
七
か
ら
二
の
三
二
ま

で
、
二
の
三
四
か
ら
二
の
三
八
ま
で
、
三
の
一
、
三
の
五
四
、
一
〇
一
の
一
の
一
部
、
一
〇

二
の
一
の
一
部
及
び
一
〇
二
の
三

２

事
務
所
の
所
在
地

変
更
前

青
森
市
新
町
一
丁
目
二
の
二

変
更
後

青
森
市
新
町
一
丁
目
二
の
五

七

変
更
認
可
の
年
月
日

平
成
十
八
年
七
月
三
日

平
成
十
七
年
度
社
団
法
人
全
国
公
営
住
宅
火
災
共
済
機
構
災
害
共
済
事
業
経
営
状
況
の
公
表

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
社
団
法
人
全
国
公
営
住
宅
火
災
共
済
機
構
か
ら
平
成
十
七
年
度
の
災
害
共
済
事
業
の
経
営
状
況
に

つ
い
て
次
の
と
お
り
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

事
業
実
績

加
入
都
道
府
県
市
区
町
村
会
員
数

七
六
四

加
入
戸
数

八
三
一
、
八
八
一
戸

共
済
委
託
契
約
金
額

六
、
八
一
三
、
七
一
四
、
三
一
五
、
〇
〇
〇
円

火
災
共
済
掛
金

一
、
一
二
九
、
一
五
〇
、
六
六
七
円

被
災
戸
数

三
一
五
戸
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青
森
県
第

三
四
一
号

魚
か
す

粉
末

純
有
機
七

号

窒
素
全
量八
・
〇

り
ん
酸
全
量
四
・
〇

公
定
規
格

の
と
お
り

氏

名

住

所

大
坂

健
藏

青
森
市
浪
打
一
丁
目
二
の
一
三

� �
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火
災
共
済
給
付
金

二
二
九
、
七
四
八
、
五
八
八
円

特
定
給
付
金

一
五
、
〇
九
二
、
〇
九
三
円

復
興
建
築
助
成
戸
数

一
六
四
戸

復
興
建
築
助
成
金

四
七
、
四
四
六
、
二
六
二
円

住
宅
防
火
施
設
整
備
補
助
会
員
数

六
一

住
宅
防
火
施
設
整
備
補
助
金

二
九
、
〇
二
六
、
五
〇
〇
円

住
宅
災
害
見
舞
戸
数

二
、
三
二
四
戸

住
宅
災
害
見
舞
金

三
四
、
五
〇
一
、
〇
〇
〇
円

二

収
支
計
算

１

収
入

火
災
共
済
掛
金
収
入

一
、
一
二
九
、
一
五
〇
、
六
六
七
円

建
物
管
理
の
部
収
入

四
四
、
〇
五
三
、
四
六
八
円

そ
の
他
の
収
入

三
九
三
、
〇
八
五
、
〇
七
七
円

当
期
収
入
合
計
�

一
、
五
六
六
、
二
八
九
、
二
一
二
円

前
期
繰
越
収
支
差
額

六
八
、
一
八
六
、
九
三
一
円

収
入
合
計
�

一
、
六
三
四
、
四
七
六
、
一
四
三
円

２

支
出

事
業
費

四
三
一
、
三
二
四
、
二
九
〇
円

管
理
費

二
三
二
、
五
三
八
、
九
七
五
円

建
物
管
理
費

二
〇
、
六
二
五
、
七
六
五
円

特
定
預
金
等
支
出

八
九
六
、
一
八
八
、
七
八
九
円

当
期
支
出
合
計
�

一
、
五
八
〇
、
六
七
七
、
八
一
九
円

当
期
収
支
差
額
�
―
�

▲
一
四
、
三
八
八
、
六
〇
七
円

次
期
繰
越
収
支
差
額
�
―
�

五
三
、
七
九
八
、
三
二
四
円

青 森 県 報平成18年７月18日 火曜日 第2654号 �� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


